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規 則 
 

 亀岡市公印規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

   平成２８年８月１日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市規則第２９号 

 

亀岡市公印規則の一部を改正する規則 

 

 亀岡市公印規則（昭和３０年亀岡市規則第６号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表１３の項中 

「 

国民健康保険料の更正（決定）通知書、催告書及び国民健康保険法第１１３条の２

に基づく事務並びに後期高齢者医療保険料の更正（決定）通知書、過誤納金還付通

知書及び過誤納金充当通知書 

                                         」 

を 

「 

国民健康保険の資格に関する文書、国民健康保険料に関する文書、国民健康保険の

諸給付に関する文書及び国民健康保険法第１１３条の２に基づく文書並びに後期高

齢者医療保険料の更正（決定）通知書、過誤納金還付通知書及び過誤納金充当通知

書 

                                         」 

に改める。 

 

   附 則 

 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

「掲示済」 
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告 示 
 

 亀岡市告示第１８３号 

 

 亀岡市住民票の写し等の第三者交付に係る本

人通知制度実施要綱（平成２５年亀岡市告示第

１５６号）の一部を次のように改正する。 

 

   平成２８年８月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 第４条第４項中「申請者が次の各号のいずれ

かに該当するとき」を「申請者」に改め、同項

第１号及び第２号を削る。 

 第５条第３項及び第４項を削る。 

 第６条第１項中「登録期間中に」を削る。 

 第７条第１号を削り、同条中第２号を第１号

とし、第３号を第２号とし、第４号を第３号と

し、第３号の次に次の２号を加え、同条第５号

を同条第６号とする。 

⑷ 登録者に係る消除された住民票及び戸籍

の附票並びに除かれた戸籍の保存期間が経

過したことにより証明書が交付されなく 

なったとき。 

⑸ 前条第１項の規定による変更の届出を行

わなかったことにより、次条第１項の規定

による通知書が返戻されてきたとき。 

 別記第１号様式中「期間満了日」を「登録抹

消日」に改める。 

 別記第２号様式中「登録期限」を「登録抹消

日」に改める。 

 別記第３号様式中「期間満了日」を「登録抹

消日」に改める。 

 別記第４号様式を次のように改める。 
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   附 則 

 

 この要綱は、平成２８年８月１日から実施する。 

 

「掲示済」 

第４号様式（第８条関係） 

                                  第     号 

                                  年  月  日 

 

            様 

 

                         亀岡市長         □印  

 

亀岡市住民票の写し等第三者交付に係る交付通知書 

 

 あなたの住民票の写し等を第三者に交付しましたので、亀岡市住民票の写し等の第三者交

付に係る本人通知制度実施要綱第８条第１項の規定に基づき、下記のとおり通知します。 

 

記 

 

交 付 年 月 日             年   月   日 

交付した住民票の写し等の 

種 別 及 び 通 数 

□住民票（除票を含む。）の写し         通 

□住民票（除票を含む。）記載事項証明書     通 

□戸籍（除籍を含む。）の附票の写し       通 

□戸籍（除籍を含む。）の謄本・抄本       通 

□戸籍（除籍を含む。）記載事項証明書      通 

請 求 者 の 区 分 

□本人等の代理人による請求 

□個人による第三者請求 

□法人による第三者請求 

□特定事務受任者（＊１）による職務上請求（＊２） 

＊１ 特定事務受任者とは弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、

海事代理士及び行政書士をいいます。 

＊２ 職務上請求とは特定事務受任者が受任している業務を遂行するために必要がある場合に、特定

事務受任者の所属する団体が発行する職務上請求書を使用して行う請求をいいます。 

※ 亀岡市個人情報保護条例に基づき、住民票の写し等の交付請求書の開示請求を行うことができま

す。ただし、開示請求を行った場合でも法人の名称や特定事務受任者の氏名等以外の第三者に関す

る個人情報については非開示となる場合がありますので、あらかじめ御了承ください。 

※ 現住所等が変わった場合は、変更届を提出してください。 

※ 本通知に関することは、下記の担当までお問い合わせください。 

 

担 当 課 係 市民課 受付係 

担 当 者 名  

電 話 番 号  
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 亀岡市告示第１８４号 

 

 下記の自動車臨時運行許可番号は、失効したので告示する。 

 

   平成２８年８月１２日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

記 

 

自動車臨時運行 

許可番号標番号 
失効年月日 許可を受けた者の住所・氏名 許可年月日 

京２４０亀岡 平成２８年８月１２日 省略 平成２７年１１月２４日

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１８５号 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不明であるため、亀岡市総務部税務課において保管し、

送達を受けるべき者の申出があれば交付する。 

 ここに、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 

   平成２８年８月１６日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 送達する書類 

   督促状 平成２８年度第１期分 市府民税 

２ 送達を受けるべき者 

 住     所 氏  名 

1 省略 省略 

2 省略 省略 

3 省略 省略 
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4 省略 省略 

 

３ この書類を受領されないときは、地方税法第２０条の２第３項の規定により、告示の日から起

算して７日を経過した時点で書類の送達があったものとみなす。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１８６号 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不明であるため、亀岡市環境市民部保険医療課におい

て保管し、送達を受けるべき者の申出があれば交付する。 

 ここに、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭

和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 

   平成２８年８月１６日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 送達する書類等 

 送達する書類 
送達を受けるべき者 

住     所 氏 名 

1 督促状 
平成28年度 
第1期分 

国民健康保険料 省略 省略 

2 督促状 
平成28年度 
第1期分 

国民健康保険料 省略 省略 

3 更正通知 平成28年度 国民健康保険料 省略 省略 

4 督促状 
平成28年度 
第1期分 

国民健康保険料 省略 省略 

5 督促状 
平成28年度 
第1期分 

国民健康保険料 省略 省略 

6 督促状 
平成28年度 
第1期分 

国民健康保険料 省略 省略 

7 督促状 
平成28年度 
第1期分 

国民健康保険料 省略 省略 

8 督促状 
平成28年度 
第1期分 

国民健康保険料 省略 省略 

9 督促状 
平成28年度 
第1期分 

国民健康保険料 省略 省略 

10 督促状 
平成28年度 
第1期分 

国民健康保険料 省略 省略 
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11 督促状 
平成28年度 
第1期分 

国民健康保険料 省略 省略 

12 督促状 
平成28年度 
第1期分 

国民健康保険料 省略 省略 

13 督促状 
平成28年度 
第1期分 

国民健康保険料 省略 省略 

14 督促状 
平成28年度 
第1期分 

国民健康保険料 省略 省略 

15 更正通知 平成28年度 国民健康保険料 省略 省略 

16 督促状 
平成28年度 
第1期分 

国民健康保険料 省略 省略 

17 更正通知 平成28年度 国民健康保険料 省略 省略 

18 督促状 
平成28年度 
第1期分 

国民健康保険料 省略 省略 

19 督促状 
平成28年度 
第1期分 

国民健康保険料 省略 省略 

20 督促状 
平成28年度 
第1期分 

国民健康保険料 省略 省略 

21 督促状 
平成28年度 
第1期分 

国民健康保険料 省略 省略 

22 督促状 
平成28年度 
第1期分 

国民健康保険料 省略 省略 

23 督促状 
平成28年度 
第1期分 

国民健康保険料 省略 省略 

24 更正通知 平成28年度 国民健康保険料 省略 省略 

25 督促状 
平成28年度 
第1期分 

国民健康保険料 省略 省略 

26 督促状 
平成28年度 
第1期分 

国民健康保険料 省略 省略 

27 督促状 
平成28年度 
第1期分 

国民健康保険料 省略 省略 

28 督促状 
平成28年度 
第1期分 

国民健康保険料 省略 省略 

 

２ この書類を受領されないときは、地方税法第２０条の２第３項の規定により、告示の日から起

算して７日を経過した時点で書類の送達があったものとみなす。 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第１８７号 

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定により物品売払代金の徴

収事務を委託したので、同条第２項の規定により次のとおり告示する。 

 

   平成２８年８月１９日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 委託先 

名 称 所在地 

株式会社やまざき商店 亀岡市北町１９番地 

有限会社さわだ書店 亀岡市千代川町小川２丁目１番２３号 

株式会社南丹社 亀岡市安町小屋場６１番地３ 

ＢＯＯＫＳはあぶ 亀岡市追分町馬場通２１番地１５ 

 

２ 委託した物品売払代金 

 委託先において販売する次に掲げる冊子の売払代金 

 「亀岡の行事と行事食」 

 

３ 委託期間 

平成２８年８月１９日から平成２９年３月３１日まで 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第１８８号 

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６

号）第１５８条第１項の規定により、歳入の収

納の事務を私人に委託したので、同条第２項の

規定により次のとおり告示する。 

 

   平成２８年８月２６日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 委託の相手方の名称及び住所 

東京都世田谷区玉川１－１４－１ 

楽天クリムゾンハウス 

 楽天株式会社 

２ 委託した収納事務 

京都・亀岡ふるさと力向上寄附金の収納

事務 

３ 委託事務の取扱期間 

平成２８年８月２６日から 

平成２９年３月３１日 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１８９号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２３１条の２第６項の規定により、指定代理納

付者を次のとおり指定したので、亀岡市財務規

則（昭和４０年亀岡市規則第１号）第４７条の

２第２項の規定により告示する。 

 

   平成２８年８月２６日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 指定代理納付者の名称及び住所 

楽天株式会社 

東京都世田谷区玉川１－１４－１ 

楽天クリムゾンハウス 

２ 指定代理納付者に納付させる歳入の種類 

京都・亀岡ふるさと力向上寄附金 

３ 指定代理納付者に歳入を納付させる期間 

平成２８年８月２６日から 

平成２９年３月３１日 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１９０号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

１０１条の規定に基づき、平成２８年９月５日

亀岡市議会定例会を亀岡市議場に招集する。 

 

   平成２８年８月２９日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第１９１号 

 

 住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第 

２９２号）第１２条第１項の規定に基づき、次

の者を住民基本台帳から職権消除したので、同

条第４項の規定により告示する。 

 

   平成２８年８月３１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 住  所  省略 

         

２ 氏  名  省略 

３ 消除理由  実態調査に基づく職権消除 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１９２号 

 

 住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第 

２９２号）第１２条第１項の規定に基づき、次

の者を住民基本台帳から職権消除したので、同

条第４項の規定により告示する。 

 

   平成２８年８月３１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 住  所  省略 

         

２ 氏  名  省略 

３ 消除理由  実態調査に基づく職権消除 

 

「掲示済」 
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公 告 
 

 亀岡市公告第３５号 

 

 一般競争入札（条件付き）を執行するので、次のとおり公告する。 

 なお、この工事は、亀岡市電子入札システムによる電子入札対象案件である。 

 

   平成２８年８月５日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 工事の概要等 

⑴ 工事番号    28建第2号 

⑵ 工 事 名    市営吉川住宅整備工事（第3工区） 

⑶ 工事場所    亀岡市吉川町穴川地内 

⑷ 工事種別    建築一式工事 

⑸ 工事概要    市営吉川住宅整備工事（第3工区） 

 吉川住宅 大規模改修工事    一式 

  ・補強コンクリートブロック造平屋建て 3棟  11戸 

    下水接続 

    屋根・外壁改修 

  ・補強コンクリートブロック造2階建て  1棟  1戸 

    下水接続 

  ・木造平屋建て  4戸 

    下水接続 

  ・木造平屋建て  4戸 

    除却他、外構工事 

  ・附帯電気、機械設備工事 

⑹ 予定価格（税込）  120,096,000円 

          【入札書比較価格（税抜） 111,200,000円】 

⑺ 工  期    契約日の翌日から平成29年3月10日まで 

⑻ 部 分 払    無 

⑼ 前 金 払    有（当該工事契約金額の40％以内 保証事業会社の保証が必要） 

⑽ 中間前金払   請負金額500万円以上かつ工期150日以上（変更工期を含む。）で前金払を

している工事については、工期の2分の1が経過していること・工程表により

工期の2分の1が経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る

作業が行われていること・当該工事に係る既済作業に要する経費が請負代金
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の2分の1以上に相当することのいずれの要件にも該当し、認定された場合に

限り、中間前金払（請負金額の20％以内 保証事業会社の保証が必要）が請

求できる。 

⑾ 最低制限価格  採用 

⑿ 入札保証金   免除 

⒀ 契約保証金   落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結と同時

に納入しなければならない。この場合において、銀行その他契約担当者が確

実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する

法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証事業会社をい

う。）の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行

保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、

契約保証金を免除する。 

⒁ 支給材料及び貸与品  無 

⒂ 契約書の要否  要 

 

２ 入札参加資格要件 

⑴ 平成28年度亀岡市建設工事入札参加資格審査において、「建築一式工事」の「Ａ等級」に認

定された者であり、希望順位1位の亀岡市内に本社（本店）を置く者とする。また、入札参加

は単体とし、共同企業体は認めない。 

⑵ 特記仕様書及び建設業法に基づく技術者の配置が可能であること。 

⑶ 手持ち工事（建築一式工事）が1件以上ある場合は、入札に参加することができない。 

（※手持ち工事とは、亀岡市が実施する平成28年4月1日以降に発注された建築一式工事の競争

入札により落札した工事で、公告の日現在、工事完成届が未提出であるものをいう。ただし、

随意契約、ＪＶによるものや亀岡市長以外と契約予定で落札したものは手持ち工事に含まない。

また、公告日から開札日までの間に、他の建築一式工事の競争入札で落札した業者は、落札し

た時点で本案件への入札参加資格を失う。） 

⑷ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当していないこと。 

⑸ 入札参加申請時において、国又は地方公共団体の指名停止期間中でないこと。 

 

３ 入札参加資格確認申請時の提出書類 

⑴ 一般競争入札参加資格確認申請書 （別紙様式1） 

⑵ 配置予定技術者調書 （別紙様式2） 

※ 入札参加資格確認申請時に配置予定技術者が特定できない場合には、複数の候補者を記載

することができるが、その場合は全ての候補者について、条件を満たしていなければならな

い。 

 配置予定技術者調書に記載された現場代理人及び監理技術者（入札参加要件に特別な記載

がなく、下請総額が4,000万円（建築一式は6,000万円）未満の場合は主任技術者）は、契約

工期中、当該工事に専任できるものとし、他工事の現場代理人、監理技術者、主任技術者、
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営業所の専任技術者等、重複の配置は認めない。 

 なお、平成26年3月1日以降、主任技術者に限り、工事の対象となる工作物に一体性若しく

は連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の

相互の間隔が10㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、これら

の工事について兼任することができる。 

 また、配置予定技術者は、自社と直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者を記載するこ

と。（恒常的な雇用関係とは、入札参加資格確認申請の日以前におおむね3箇月以上の雇用

関係があることをいう。） 

⑶ 配置予定技術者が持っている資格・免許等を証する書面等の写し 

※ 配置予定技術者調書（別紙様式2）に記載した資格・免許等に関するものを添付すること。 

 

４ 入札手続等 

手 続 等 期間・期日・期限 等 手続の方法等 

一般競争入札参加資格確認

申請書等の配布期間 

平成28年8月5日（金） 

午後3時から 

共通事項2のとおり 

設計図書等の閲覧期間 平成28年8月5日（金） 

午後3時から 

共通事項2のとおり 

一般競争入札参加資格確認

申請書等の受付 

平成28年8月17日（水） 

午前9時から午後5時まで 

平成28年8月18日（木） 

午前9時から午後4時まで 

共通事項3のとおり 

入札参加確認通知の送付 平成28年8月23日（火） 

午後5時までに電子入札システムに

より通知 

 

質疑の受付 申請書等に関する質問 

平成28年8月16日（火） 

午後5時まで 

設計図書に関する質問 

平成28年8月24日（水） 

午後3時まで 

共通事項5のとおり 

質疑の回答 申請書等に関する回答：随時 

設計図書に関する回答 

平成28年8月26日（金） 

午後5時まで 

共通事項5のとおり 

入札期間 平成28年9月2日（金） 

午前9時から午後5時まで 

平成28年9月5日（月） 

午前9時から午後4時まで 

共通事項6のとおり 

開札日時 平成28年9月6日（火） 

午前10時00分 

電子入札システムによる

（注）都合により開札日時を変更する場合は、入札3日前までに連絡する。 

   入札システム停止時間帯は受付できない。 
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５ 入札参加資格の確認 

 入札参加申請を受付けた後、入札参加資格の確認について別途通知する。 

 なお、この入札参加資格の確認は、一般競争入札参加資格確認申請書と配置予定技術者調書に

より、基本事項について確認を行い、資格の有無を審査したものであり、配置予定技術者調書と

確認資料による詳細な審査は、開札後行うものである。 

 

６ 落札者の決定方法 

 予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、最低制

限価格未満で入札した者は失格とする。 

 

７ その他 

⑴ 落札者の決定後、当該入札に付する工事に係る契約の締結までの間において、当該落札者が

入札参加資格要件を満たさなくなった場合には、当該工事契約を締結しないことがある。 

⑵ 入札参加申請書に虚偽の記載をした場合には、当工事の入札に参加できないとともに、亀岡

市の指名停止措置を行うことがある。 

⑶ 2日目の締切間際に電子入札の入札書の送信をしようとして、パソコントラブルにより送信

が間に合わず入札書不着になるケースも懸念されるので、入札書等は「原則として、入札書受

付期間の1日目に提出する」こととし「2日目は（1日目にトラブル等が発生した場合の）予備

日」として、必ず受付期間内に間に合うように提出すること。 

⑷ その他については、共通事項のとおりとする。 

 

（問い合わせ先） 

    亀岡市 企画管理部 契約検査課 （電話 0771-25-5041） 

 

「掲示済」 
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 亀岡市公告第３６号 

 

 亀岡農業振興地域整備計画を変更するので、

農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年

法律第５８号）第１３条第４項で準用する同法

第１１条第１項の規定により公告し、当該農業

振興地域整備計画の変更案に当該農業振興地域

整備計画を変更しようとする理由を記載した書

面を添えて、次により縦覧に供する。 

 なお、亀岡市の住民は、当該農業振興地域整

備計画の変更案について、平成２８年９月２０

日（縦覧期間満了の日）までに意見書を提出す

ることができる。 

 また、当該農業振興地域整備計画の変更案の

うち農用地利用計画の変更案に係る農用地区域

内にある土地の所有者その他その土地に関し権

利を有する者は、当該農用地利用計画の変更案

に対して異議があるときは、平成２８年９月 

２１日（縦覧期間満了の日の翌日）から平成 

２８年１０月５日までにこれを申し出ることが

できる。 

 

   平成２８年８月１８日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 縦覧期間 

自 平成２８年８月１９日 

至 平成２８年９月２０日 

２ 縦覧場所 

亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市産業観光部農林振興課 

 

「掲示済」 

 

任免及び辞令 
 

             峰 島   厚 

             寺 田 直 人 

             木 﨑 博 彦 

             酒 井 忠 繁 

             法 貴 香 代 

（各 通）        荒 樋 博 利 

             中 村 雄 一 

             沼 津 雅 子 

             松 井 やす子 

             上 西 ますみ 

             加 藤 孝 昭 

亀岡市障害者施策推進協議会委員に委嘱します 

   平成２８年８月１日 

 

             廣 瀬 義 直 

（各 通）        中 村 昌 博 

             松 橋 奈津子 

亀岡市循環型社会推進審議会委員の委嘱を解き

ます 

             櫻 井 邦 男 

（各 通）        野 田 幸 秀 

             長 沢 美 香 

亀岡市循環型社会推進審議会委員に委嘱します 

任期は平成２９年９月３０日までとします 

   平成２８年８月４日 

 

             亀 井 義 一 

             大 西 章 弘 

（各 通）
        中 薮 裕 介 

             石 倉 直 樹 

             石 山 秀 和 

             松 山 豊 樹 

亀岡市環境基本計画推進会議委員に委嘱します 
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             串 﨑 哲 史 

             山 下   昇 

（各 通）
        俣 野 希和子 

             高 根 京 子 

             難 波 修一郎 

             入 江 重 美 

亀岡市環境基本計画推進会議委員の委嘱を解き

ます 

   平成２８年８月１２日 
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監査委員欄 
 

公 表 
 

 亀岡市監査公表第７号 

 

 地方自治法第１９９条第１２項の規定により、平成２７年度定期監査の結果に基づき講じた措置

について、亀岡市長から通知があったので、次のとおり公表する。 

 

   平成２８年８月１７日 

 

                            亀岡市監査委員 関本孝一 

                            亀岡市監査委員 小松康之 

 

平成２７年度定期監査結果に対する措置状況 

 

指 摘 事 項 講 じ た 措 置 

環境市民部 

ア 環境政策課 

（ア）犬登録等手数料において、一部に調定漏れ

及び誤りがあった。 

 調定をはじめ会計事務については、漏れな

く正確に事務処理を行うとともに、適切に

チェックできる仕組みを検討されたい。 

 

 

（イ）犬の登録及び狂犬病予防注射済票の交付に

関する事務において、事務処理の経過が記録

されておらず、決裁もされていなかった。 

 事務処理規程には、「事務は、原則として

文書により決裁を受けるべき事項に係る事務

を主管する係長より順次所属の上司の決定を

経て市長又は専決者の決裁を受けなければな

らない。」と定められている。 

 適正な事務処理を行う上からも、申請書の

文書受付から交付までの事務の関与者及び決

裁者を明確にするよう申請書様式等において

 

 

 指摘のあった犬登録等手数料の調定漏れ

及び誤りについては、犬の登録件数を改め

て調査し、調定の更正を行った。 

 今後、調定を始めとする会計事務処理に

ついて、正副担当者による交付申請書と管

理台帳の照合・確認を再度徹底することと

した。 

 犬の登録・狂犬病予防注射済票交付申請

書に決裁欄及び事務処理内容記載欄を設け

て、文書受付から交付までの事務の関与者

及び決裁者が明確になるように改善した。
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工夫されたい。 

イ 環境クリーン推進課 

 亀岡市指定ごみ袋の作製の契約事務におい

て、緊急性の条項を適用し、１者見積による随

意契約がされていた。 

 指定ごみ袋については、適正に在庫管理され

た上で、計画的に作製されるべきものと考えら

れることから、緊急性はなじまないものと考え

る。随意契約について、適正な根拠理由に基づ

き契約されたい。 

 また、現在の規格であるロール式を前提に、

取扱業者が１者に限られるとして業者選定を

行っているが、一般的な袋入り平積み式に変更

した場合との利便性や経済性も含めた比較検討

が望まれる。 

 

生涯学習部 

ア 人権啓発課 

（ア）医療機器（交流高圧電位治療器）賃貸借契

約書において、契約規定に「上記の物件」と

記載されているが、契約対象物件の名称、数

量を特定する具体的な記載がなかった。 

 今後、契約締結において、規定内容を確認

しミスを防止されたい。 

（イ）市有地占用料において、年度当初に調定し

た占用料の一部が未収となっていた。年度途

中に収納状況の確認が行われず、年度末まで

放置される可能性がある。収納状況を適切に

管理されたい。 

（ウ）馬路文化センターの使用許可手続きにおい

て、一部の利用者に対して、１枚の申請書で

複数回の施設の予約を行った上で、使用回ご

とに料金を分割して収納し、使用許可書が交

付されていた。 

 他団体との均衡を失しないよう申請書ごと

に使用料を一括前納とし、使用許可書を交付

されたい。 

（エ）文化センター利用者が使用したコピー実費

 

 

 亀岡市指定ごみ袋の作製については、在

庫管理等を適正に行い、計画的に作製する

こととした。 

 また、平成２８年度は規格については

ロール式に限らず、平積み式も仕様に含め

て指名競争入札を行った。 

 今後も利便性や経済性等を比較検討し、

仕様に対応可能な業者が限定されないよう

努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 次回契約時は、規定内容を十分確認し、

記載もれがないよう徹底することとした。

 

 

 

 

 未収となっていた占用料は、再度納付を

促し、収納を確認した。今後は、収納状況

の適切な管理を徹底することとした。 

 

 

 使用料を一括前納とし、使用申請書ごと

に使用許可書を交付するよう改善した。 

 

 

 

 

 

 

 センター職員が分任出納員としてコピー



 
亀 岡 市 公 報 

 19

第８６０号平成２８年９月１５日発行 

の収納において、利用者の利便性・事務の効

率化からセンター職員が分任出納員として収

納できるよう検討されたい。 

イ スポーツ推進課 

（ア）亀岡国際広場球技場野鳥の森管理委託の契

約事務において、契約書に規定する管理委託

の範囲を示す書類が添付されていなかった。

 契約書には、管理委託する範囲は、別に定

めると規定されている。 

 契約書の規定に基づき、必要な書類を添付

されたい。 

（イ）亀岡市体育協会人件費補助金の支出につい

て、補助金額の３／４が前期分として前金払

により５月に交付されていた。 

 前金払は、事業完了後に支出する一般原則

に対する例外ではあるが、他の財団等の人件

費補助についても前金払で支出されていると

ころである。しかし、他の財団等の前金払

は、補助額の１／２以下（３回払い・４回払

い）となっていることから適正な前金払の額

を検討されたい。 

 

総務部 

ア 総務課（選挙管理委員会の予算執行関係事務

を含む） 

 本庁舎屋上設置の熱源チラー空気熱交換機修

繕について、本庁舎設備運転管理業務を委託し

ている業者と１者随意契約により契約されてい

た。 

 本工事は、電気設備工事であり、他の業者を

含めた競争性による入札執行を行うことも可能

であると考えられる。 

 今後、増加が予測される庁舎の維持修繕にお

いて、その執行方法については、計画性はもと

より費用効果等を検討し適正執行に努められた

い。 

イ 税務課 

 督促手数料及び延滞金の収納管理表の記入に

実費を収納できるよう、「出納員及びその

他の会計職員設置規則」の改正を行った。

 

 

 「亀岡国際広場球技場野鳥の森管理委託

範囲図」の不添付の確認漏れがあった。今

後、契約書の規定に基づき、必要な書類を

添付し、適切な事務処理を行うよう徹底し

た。 

 

 

 亀岡市体育協会人件費補助金の支出に

ついては、平成２９年度から補助金額の

１／２以下を前金払とするべく、亀岡市体

育協会と調整を図った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 庁舎施設・設備の修繕については、その

実施内容等を精査し、職員人件費等も含め

総合的な費用対効果を十分に見極め、原理

原則に基づき競争入札を実施し、競争性の

確保に努めることとした。 

 また、設備の運転管理上やむを得ず１者

随意契約とする場合には、「亀岡市随意契

約ガイドライン（平成２８年３月企画管理

部契約検査課）」に基づき、適正に執行す

ることとした。 

 

 

 収入管理表（日計表）については縦罫に
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おける記入漏れによる調定誤りがあった。 

 年度末の決算整理時に是正されるものと考え

られるが、入力誤りを防ぎ、また早期に発見す

るための事務改善や組織としてその都度チェッ

クできる体制の確立を検討されたい。 

 

 

 

 

 

 

まちづくり推進部 

ア 都市整備課 

 都市公園２箇所（亀岡運動公園・さくら公

園）の指定管理において、月次報告書の報告者

名が指定管理者の代表者名でなく、支配人名で

提出されていた。 

 基本協定書には、指定管理者は毎月終了後

１０日以内に月次報告書を市に提出しなければ

ならないと定められている。 

 基本協定書に基づき、指定管理者の代表者名

での月次報告書の提出を求めるよう改められた

い。 

 

土木建築部 

ア 桂川・道路整備課 

 市有地占用料において、年度当初に調定した

占用料の一部が未収となっていた。年度途中に

収納状況の確認が行われず、年度末まで放置さ

れる可能性がある。収納状況の適切な管理に努

められたい。 

イ 土木管理課 

（ア）河川占用料及び奥書証明手数料において、

６月以降に調定しているもので、長期間にわ

たり未収となっているものがあった。 

 確実に収納されるよう適切な管理に努めら

れたい。 

（イ）奥書証明手数料において、証明書の交付後

日付をとり金額を記入し管理を行ってき

た。 

 この表に曜日欄を加えることにより、土

日以外で金額の入らない空欄については、

「０」であるのか、記入漏れであるのかを

担当自身が再度確認することとし、担当者

の入力後、担当者以外の者が再度チェック

することとした。 

 また、組織体制の充実について更に検討

する。 

 

 

 

 亀岡市都市公園２箇所の管理運営に関す

る基本協定書に基づき、月次報告書におい

て、指定管理者の代表者名で提出させるよ

う改善した。（２月１０日報告分より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市有地占用台帳を使用し、収納状況の適

切な管理を行うよう徹底した。 

 

 

 

 

 条例等に基づき、納付期限を過ぎても未

納の場合は支払いを促す等、適切な管理を

行うよう徹底した。 

 

 

 財務規則に基づき、適正な事務処理を徹
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に手数料は納付されていたが、調定がされて

いないものがあった。 

 規定に基づき適正な事務処理をされたい。

ウ 建築住宅課 

（ア）市有地の目的外使用に係る使用料の納付時

期が、５箇月後の使用期間終了後とされてい

た。 

 財務規則には、会計年度単位等で定めた以

外の収入金の納期限は、納入通知書を発する

日から１４日以内の日とすると定められてい

る。 

 特例的な措置を行うには、明確な理由根拠

を示し、決裁されたい。 

（イ）市営住宅等空き地保全業務委託の決裁書に

おいて、契約検査課の合議がなかった。 

 業務委託契約の運用基準では、単価契約で

あっても執行予定額が事業費５０万円以上の

ものは、契約検査課に合議することと定めら

れている。 

 運用基準に基づき適正な事務処理をされた

い。 

底した。 

 

 

 

 財務規則に従い、行政財産の目的外使用

許可申請にかかる使用料納入通知書の納期

限については、納入通知書を発行する日か

ら１４日以内の日を記載することを徹底し

た。 

 

 

 

 

 業務委託契約運用基準に基づき、適正な

事務処理を徹底した。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市監査公表第８号 

 

 地方自治法第１９９条第１２項の規定により、平成２７年度定期監査の結果に基づき講じた措置

について、教育長から通知があったので、次のとおり公表する。 

 

   平成２８年８月１７日 

 

                            亀岡市監査委員 関本孝一 

                            亀岡市監査委員 小松康之 
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平成２７年度定期監査結果に対する措置状況 

 

指 摘 事 項 講 じ た 措 置 

教育部 

ア 教育総務課 

（ア）亀岡市中学校修学旅行引率補助金の交付決

定書が、通知文形式により作成されていた。

 文書事務の手引には、補助金の交付決定通

知は指令の形式によると定められている。 

 文書事務の手引に基づき、指令書により通

知するよう改められたい。 

（イ）亀岡市立小中学校教員にかかる健康診断及

び結核検診業務委託について、１者随意契約

により業務委託されていた。昨年度は４者で

見積執行し、２者の辞退はあったものの２者

の見積比較により、業者が決定されていた。

 今年度に１者のみを受託可能と特定した根

拠が定かでなく、可能な限り競争性を確保す

る中で、適正な契約事務の執行に努められた

い。 

エ 学校給食センター 

 アレルゲン管理システム構築業務の契約事務

において、時価に比して著しく有利な価格を理

由とする随意契約の条項が適用されていたが、

価格比較の根拠が不十分であった。 

 随意契約を適用するにあたっては、根拠を明

確にし、慎重に検討することが求められてい

る。今後は、プロポーザル方式の手法も選択肢

の１つとして検討し、適正な契約事務の執行に

努められたい。 

キ 文化資料館 

（ア）文化財冊子及び亀岡市史の販売において、

領収書が希望者のみに交付されていた。 

 財務規則には、出納機関は、現金を受領し

たときは、領収証書を当該納入者に交付しな

ければならないと定められている。 

 規定に基づき適正な事務処理をされたい。

（イ）亀岡市史の在庫管理において、台帳のみで

 

 

 平成２８年度亀岡市中学校修学旅行引率

補助金の交付決定について、文書事務の手

引に基づき、指令書による通知を行った。

 

 

 

 平成２８年度健康診断及び結核診断業務

委託について、亀岡市登録業者の中から選

定し、入札を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 今後随意契約の実施にあたっては、契約

方法の検討や価格比較資料等に基づく比較

根拠を明確にすることとした。 

 改善策の一つとして、給食調理・配送等

の業務委託について、平成２７年１２月に

プロポーザルによる業者選定を行うなど随

意契約の適正な執行に努めた。 

 

 

 

 財務規則に沿って、冊子等購入者に対し

て、領収証書を交付するようにした。 

 

 

 

 

 年に１回、台帳の在庫数と現物の在庫数
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在庫数の確認を行っており、現物での在庫数

の確認が行われていなかった。 

 在庫管理は、台帳の在庫数と現物の在庫数

が合致しているかを確認することが大切であ

る。年に一度は台帳の在庫数と現物の在庫数

の確認をされたい。 

 なお、亀岡市史全巻完成後１０年が経過し

たが、多くの在庫が生じている。生涯学習か

めおか財団との連携や様々な生涯学習機会を

捉えた販売方法を検討するなど在庫の販売促

進に引き続き努められたい。 

の確認を実施した。 

 講演会や展示会にて、亀岡市史に掲載さ

れている資料を具体的に紹介するなど、こ

れまでにも様々な機会に、亀岡市史のＰＲ

に努めた。今後も一層、販売促進に努め

る。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市監査公表第９号 

 

 地方自治法第１９９条第１２項の規定により、平成２７年度財政援助団体等監査の結果に基づき

講じた措置について、亀岡市長から通知があったので、次のとおり公表する。 

 

   平成２８年８月１７日 

 

                            亀岡市監査委員 関本孝一 

                            亀岡市監査委員 小松康之 

 

平成２７年度財政援助団体等監査結果に対する措置状況 

 

指 摘 事 項 講 じ た 措 置 

環境市民部 

環境クリーン推進課 

 補助金にかかる出納、その他の事務について、

次のような事例が見受けられた。 

ア 補助金確定において、人件費支払内訳書等

の支払い内容の明細が確認できる書類が不十

分であった。 

 支払い内容の明細等が確認できる書類の提

出を求めるなど補助事業の実施内容を適切に

 

 

 

 

 平成２７年度の実績報告から、人件費

個々の明細がわかる書類の提出により確認

できるよう改善した。 



 
亀 岡 市 公 報 

 24 

第８６０号平成２８年９月１５日発行 

確認できるよう改善されたい。 

 

生涯学習部 

市民力推進課 

 補助金にかかる出納、その他の事務について、

次のような事例が見受けられた。 

ア 勤務日振替簿等の勤務管理に関する書類に

おいて、鉛筆書きや確認印漏れのものがあっ

た。 

 証拠書類として不備がなく適正な事務処理

となるよう指導することにより改善された

い。 

 

 

 

 

 

 

 今後は適正な事務処理と確認を徹底する

よう指導した。 

 

「掲示済」 
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教育委員会欄 
 

告 示 
 

 亀岡市教育委員会告示第２号 

 

 亀岡市立学校小規模特認校制度に関する要綱

を次のように定める。 

 

   平成２８年８月１５日 

 

         亀岡市教育委員会 

           教育長 田中太郎 

 

亀岡市立学校小規模特認校制度に

関する要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、特色ある教育活動を推進

している小規模校において、就学予定者及び

児童（以下「就学予定者等」という。）並び

に保護者が特に希望する場合に、一定の条件

を付して通学区域（児童生徒の入学すべき学

校区を指定する規則（昭和４７年亀岡市教育

委員会規則第１号）第２条に規定する通学区

域をいう。以下同じ。）外の就学予定者等が

就学することを認めることにより、心身の健

やかな成長を図り、豊かな人間性を培うとと

もに、複式学級の解消など学校の活性化を図

ることを目的とする。 

 （小規模特認校の指定） 

第２条 通学区域外の就学予定者等を受け入れ

る亀岡市立学校（以下「小規模特認校」とい

う。）を次のとおり指定する。 

⑴ 東別院小学校 

⑵ 西別院小学校 

 （運用） 

第３条 小規模特認校の指定については、学校

教育法施行令（昭和２８年政令第３４０号）

第８条に基づく就学指定校の変更制度の中で

運用するものとし、保護者からの申請により、

当該小規模特認校に就学指定校を変更するこ

とを認めるものとする。 

 （就学条件） 

第４条 前条の申請を行おうとする就学予定者

等及び保護者は、次の各号の要件をすべて満

たしているものとする。 

⑴ 就学予定者等及び保護者が、亀岡市内に

居住している。又は、就学までに転入する

見込みがあること。 

⑵ 通学する小規模特認校の教育活動、ＰＴ

Ａ活動等に賛同し、協力すること。 

⑶ 保護者の責任と費用負担において通学さ

せること。ただし、スクールバスを利用す

る場合は、亀岡市教育委員会（以下「教育

委員会」という。）が定めた内容に従うこ

と。 

⑷ 原則として卒業するまで就学すること。 

 （転入学期日） 

第５条 小規模特認校への転入学の期日は、毎

年４月１日を原則とする。ただし、教育委員

会が認めた場合は、この限りでない。 

 （定員等） 

第６条 小規模特認校へ転入学できる各学年の

就学予定者等の数は、当該小規模特認校に在

籍する児童の数を勘案し、教育委員会と当該

小規模特認校の校長が協議して定めるものと

する。 

 （就学の申請等） 

第７条 小規模特認校に就学を希望する就学予

定者等の保護者（以下「申請者」という。）

は、小規模特認校転入学申請書（別記第１号

様式）を教育委員会が定める期日までに小規

模特認校の校長を通じて教育委員会に提出し

なければならない。児童が転学を希望すると
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きは、当該児童が在籍する学校の校長が作成

する転学に係る意見書（別記第２号様式）を

添付するものとする。 

２ 小規模特認校の校長は、前項の規定による

申請があったときは、当該申請に係る就学予

定者等及び申請者と面接を行った後、受入れ

に係る意見書（別記第３号様式）を作成し、

前項の申請書と併せて教育委員会に提出する

ものとする。 

 （審査及び通知） 

第８条 教育委員会は、前条の申請書が提出さ

れたときは、小規模特認校の就学の可否につ

いて審査し、その結果を小規模特認校転入学

許可通知書（別記第４号様式）又は小規模特

認校転入学不許可通知書（別記第５号様式）

により申請者、当該小規模特認校の校長及び

当該児童が在籍する学校の校長に通知するも

のとする。 

 （就学の許可の取消） 

第９条 教育委員会は、小規模特認校の就学を

許可した後において、申請内容が事実と異な

ることが判明したとき又は第４条の就学条件

を満たさなくなったことが判明したときは、

当該就学の許可を取り消すことができる。 

２ 教育委員会は、前項の規定により許可を取

り消すときは、小規模特認校転入学許可取消

通知書（別記第６号様式）により申請者に通

知するものとする。 

 （公開抽選） 

第１０条 就学予定者等の数が、第６条に定め

る学年ごとの受け入れ数を超えた場合は、公

開の抽選により受け入れる就学予定者等を決

定するものとする。 

 （中学校入学） 

第１１条 小規模特認校に就学し、卒業した児

童は、特に希望する場合は、当該小規模特認

校の通学区域内の中学校に入学することがで

きるものとする。 

２ 前項の場合は、就学指定校変更の手続きを

行わなければならない。 

 （委任） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要

な事項は、教育委員会が別に定める。 

 

   附 則 

 

 この要綱は、告示の日から実施する。 
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。
 

住
 
 

 
 

所
 

〒
 
 

 
－
 

 
亀
岡

市
 

就
学
予

定
者

等
 

氏
 
 

 
 

名
 

ふ
り
が
な
 

保
護

者
か
ら
 

み
た

続
柄
 

 

性
 
 

 
 

別
 

男
・
女
 

生
年
月

日
 
 

 
 
年
 

 
月
 
 

日
 

電
話
番

号
 
 

希
望

校
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
学

校
 

学
 

年
 

（
新

年
度
）
 

第
 

 
 
 

学
年
 

希
望

理
由
 
 

通
学

経
路
 

片
道
の

所
要
時

間
：

約
 
 
 

 
分
 

 
自
宅

～
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
～

学
校
 

就
学

条
件
 

全
て
に

✔
し
て

く
だ

さ
い
。
 

□
 
就

学
予

定
者
等

及
び

保
護

者
が

、
亀
岡

市
内
に

居
住

し
て

い
る

。
又

は
、
就

学
ま

で
に

転
入
す

る
見
込
み

が
あ
る

こ
と

。
 

□
 
通

学
す

る
小
規

模
特

認
校

の
教

育
活
動

、
Ｐ
Ｔ

Ａ
活

動
等

に
賛

同
し

、
協
力

す
る

こ
と

。
 

□
 
保

護
者

の
責
任

と
費

用
負

担
に

お
い
て

通
学
さ

せ
る

こ
と

。
た

だ
し

、
ス
ク

ー
ル

バ
ス

を
利
用

す
る
場
合

は
、
亀

岡
市

教
育

委
員
会

で
定
め
た

内
容
に
従

う
こ
と
。
 

□
 
原

則
と
し

て
卒

業
す
る
ま

で
就
学
す

る
こ
と
。
 

第
２

号
様
式

（
第
７

条
関
係
）

 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

第
 
 
 

 
 
号

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

年
 
 
月

 
 
日

 （
宛

先
）
亀

岡
市
教

育
委
員
会

 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

亀
岡
市
立
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
校
長

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
□印

 

  

意
 

 
 
見

 
 
 

書
 

  
小

規
模
特

認
校
へ

の
就
学
を

希
望
す
る

児
童
に
係

る
意
見

書
を
提
出

し
ま
す
。
 

就
学

予
定
者

等
 

氏
 

 
 
 

名
 

ふ
り
が
な
 

学
年
 

第
 

 
 
 

学
年
 

保 護 者 

氏
名
 

 
続
柄
 

 

住
所
 

〒
 

 
 
－
 

 
亀

岡
市
 

意
 

 
 
 

見
 
 

※
 

本
書
は

、
現
在

、
在
籍
し

て
い
る
学

校
長
に
お

い
て
封

緘
の
う
え

、
保
護
者

に
交
付

し
て
く
だ

さ
い
。
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第８６０号平成２８年９月１５日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
３

号
様
式

（
第
７

条
関
係
）

 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

第
 
 
 

 
 
号

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

年
 
 
月

 
 
日

 （
宛

先
）
亀

岡
市
教

育
委
員
会

 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

亀
岡
市
立
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
校
長

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
□印

 

  

意
 

 
 
見

 
 
 

書
 

  
本

校
へ
の

就
学
を

希
望
す
る

就
学
予
定

者
等
に
係

る
意
見

書
を
提
出

し
ま
す
。
 

就
学

予
定
者

等
 

氏
 

 
 
 

名
 

ふ
り
が
な
 

学
年
 

第
 

 
 
 

学
年
 

保 護 者 

氏
名
 

 
続
柄
 

 

住
所
 

〒
 

 
 
－
 

 
亀

岡
市
 

意
 

 
 
 

見
 
 

第
４

号
様
式

（
第
８

条
関
係
）

 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

第
 
 
 

 
 
号

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

年
 
 
月

 
 
日

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
様
 

   
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
亀

岡
市
教
育

委
員
会

 
 
□印

 

  

小
規

模
特

認
校

転
入
学

許
可
通

知
書

 

  
次

の
と
お

り
、
小

規
模
特
認

校
へ
の
転

入
学
を
決

定
し
た

の
で
通
知

し
ま
す
。
 

就
学

予
定
者

等
 

氏
 

 
 
 

名
 

ふ
り
が
な
 

性
別
 

男
 
・

 
女
 

生
年

月
日
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
年
 

 
月
 
 

日
 

学
校

名
 
 

亀
岡
市
立
 

学
年
 

第
 

 
 
 

学
年
 

転
入

学
期

日
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
年
 

 
月
 
 

日
 

備
考
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第８６０号平成２８年９月１５日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
５

号
様

式
（

第
８

条
関
係

）
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

第
 

 
 

 
 
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

年
 

 
月

 
 
日

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
様
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
亀

岡
市
教

育
委
員
会

 
 
□印

 

  

小
規

模
特

認
校

転
入
学

不
許

可
通

知
書

 

  
次

の
と

お
り

、
小

規
模

特
認
校

へ
の
転
入

学
を

不
許
可
と

し
た

の
で

通
知
し

ま
す
。
 

不
許

可
 

と
し

た
理

由
 

 

（
教

示
）

 

１
 

こ
の

決
定
に

つ
い

て
不
服

が
あ

る
場
合

は
、
こ

の
決
定

が
あ

っ
た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か
ら

起
算

し
て
３

箇
月

以
内
に
、

亀
岡
市

教
育
委
員

会
に
対

し
て
審
査

請
求

を
す
る

こ
と

が
で
き
ま
す

。
 

２
 

こ
の

決
定
に

つ
い

て
は
、

上
記

１
の
審

査
請
求

の
ほ
か

、
こ

の
決
定

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
６

箇
月
以

内
に

、
亀

岡
市

を
被

告
と
し

て
（

訴
訟
に

お
い

て
亀

岡
市

を
代

表
す
る

者
は

亀
岡

市
教

育
委

員
会

と
な
り

ま
す

。
）
、

処
分

の
取

消
し

の
訴
え

を
提

起
す

る
こ

と
が

で
き
ま

す
。

な
お

、

上
記

１
の

審
査

請
求

を
し
た

場
合

に
は

、
処

分
の

取
消
し

の
訴

え
は
、

そ
の

審
査

請
求

に
対

す
る
裁

決
が

あ
っ
た

こ
と

を
知
っ
た

日
の
翌

日
か
ら
起

算
し
て

６
箇
月

以
内

に
提
起
す

る
こ

と
が
で
き
ま

す
。
 

３
 

た
だ

し
、
上

記
の

期
間
が

経
過

す
る
前

に
、
こ

の
決
定

（
審

査
請
求

を
し

た
場

合
に

は
、

そ
の
審

査
請

求
に

対
す

る
裁

決
）

が
あ
っ

た
日

の
翌
日

か
ら

起
算

し
て

１
年

を
経
過

し
た

場
合

は
、

審
査

請
求
を

す
る

こ
と

や
処

分
の

取
消

し
の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

が
で
き

な
く

な
り
ま

す
。

な
お

、
正

当
な

理
由
が

あ
る

と
き

は
、

上
記

の
期

間
や
こ

の
決

定
（

審
査

請
求

を
し
た

場
合

に
は
、

そ
の

審
査

請
求

に
対

す
る
裁

決
）

が
あ

っ
た

日
の

翌
日

か
ら
起

算
し

て
１

年
を

経
過

し
た
後

で
あ

っ
て
も

審
査

請
求

を
す

る
こ

と
や
処

分
の

取
消
し

の
訴

え
を
提
起

す
る
こ

と
が
認
め

ら
れ
る

場
合
が

あ
り

ま
す
。
 

第
６

号
様
式

（
第
９

条
関
係
）

 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

第
 
 
 

 
 
号

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

年
 
 
月

 
 
日

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
様
 

   
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
亀

岡
市
教
育

委
員
会

 
 
□印

 

  

小
規
模

特
認

校
転

入
学
許

可
取
消

通
知
書

 

  
次

の
と
お

り
、
小

規
模
特
認

校
へ
の
転

入
学
許
可

を
取
り

消
し
ま
し

た
の
で
通

知
し
ま

す
。
 

就
学

予
定
者

等
 

氏
 

 
 
 

名
 

ふ
り
が
な
 

性
別
 

男
・

女
 
生
年

月
日
 

 
 

年
 
 
月

 
 

日

住
所
 
 

学
校

名
 
亀

岡
市
立
 

学
年
 

第
 

 
 
 
学

年
 

取
消

期
日
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
年
 

 
月
 
 

日
か
ら
 

取
消

理
由
 
 

（
教

示
）
 

１
 

こ
の

決
定

に
つ

い
て
不

服
が

あ
る
場

合
は

、
こ
の

決
定
が

あ
っ

た
こ
と

を
知

っ
た

日
の

翌
日

か
ら
起

算

し
て
３

箇
月

以
内

に
、

亀
岡
市

教
育

委
員

会
に
対

し
て
審
査

請
求

を
す

る
こ
と

が
で
き
ま

す
。
 

２
 

こ
の

決
定

に
つ

い
て
は

、
上

記
１
の

審
査

請
求
の

ほ
か
、

こ
の

決
定
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日
の

翌

日
か

ら
起
算

し
て

６
箇
月

以
内
に

、
亀

岡
市
を

被
告

と
し
て

（
訴

訟
に
お

い
て

亀
岡
市

を
代

表
す

る
者

は

亀
岡

市
教
育

委
員

会
と
な

り
ま
す

。
）、

処
分

の
取
消

し
の

訴
え

を
提
起

す
る

こ
と
が

で
き
ま

す
。

な
お

、

上
記

１
の
審

査
請

求
を
し

た
場
合

に
は

、
処
分

の
取

消
し
の

訴
え

は
、
そ

の
審

査
請
求

に
対

す
る

裁
決

が

あ
っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
の
翌

日
か

ら
起

算
し
て

６
箇
月
以

内
に

提
起

す
る
こ

と
が
で
き

ま
す

。
 

３
 

た
だ

し
、

上
記

の
期
間

が
経

過
す
る

前
に

、
こ
の

決
定
（

審
査

請
求
を

し
た

場
合

に
は

、
そ

の
審
査

請

求
に

対
す
る

裁
決

）
が
あ

っ
た
日

の
翌

日
か
ら

起
算

し
て
１

年
を

経
過
し

た
場

合
は

、
審

査
請

求
を
す

る

こ
と

や
処
分

の
取

消
し
の

訴
え
を

提
起

す
る
こ

と
が

で
き
な

く
な

り
ま
す

。
な

お
、
正

当
な

理
由

が
あ

る

と
き

は
、
上

記
の

期
間
や

こ
の
決

定
（

審
査
請

求
を

し
た
場

合
に

は
、
そ

の
審

査
請
求

に
対

す
る

裁
決

）

が
あ

っ
た
日

の
翌

日
か
ら

起
算
し

て
１

年
を
経

過
し

た
後
で

あ
っ

て
も
審

査
請

求
を
す

る
こ

と
や

処
分

の

取
消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る
こ

と
が

認
め

ら
れ
る

場
合
が
あ

り
ま

す
。
 

 

「
掲
示
済
」
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第８６０号平成２８年９月１５日発行 

選挙管理委員会欄 
 

告 示 
 

 亀岡市選挙管理委員会告示第４７号 

 

 平成２８年９月２日定時登録において選挙人

名簿に登録した者の氏名、住所及び生年月日を

記載した書面を縦覧に供する場所を次のように

定める。 

 

   平成２８年８月３０日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

           委員長 岡野宗忠 

 

１ 縦覧の場所  亀岡市安町野々神８番地 

         亀岡市役所 

         選挙管理委員会事務局 

 

２ 縦覧の期間  平成２８年９月３日から 

         同月７日 

 

「掲示済」 

上下水道部欄 
 

告 示 
 

 亀岡市上下水道部告示第８号 

 

亀岡市指定給水装置工事事業者に

おける事業廃止の告示 

 

   平成２８年８月９日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 下記の業者から指定給水装置工事事業者廃止

届出書が提出されたので、亀岡市指定給水装置

工事事業者規程第１０条の規定により告示する。 

 

記 

 

廃止した業者 

指定
番号

業 者 名 代表者名 住   所 

256 つつじ住設
代表 
芝  尚人 

亀岡市西つつじケ
丘美山台１丁目３
番地４１ 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市上下水道部告示第９号 

 

亀岡市指定給水装置工事

事業者指定の告示 

 

   平成２８年８月９日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 
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第８６０号平成２８年９月１５日発行 

 下記の業者を亀岡市指定給水装置工事事業者

として指定したので、亀岡市指定給水装置工事

事業者規程第１０条の規定により告示する。 

 

記 

 

１ 指定した日 

   平成２８年８月９日 

２ 指定した業者 

指定 
番号 

業 者 名 代表者名 住   所 

281 
株式会社 

つつじ住設 

代表取締役 

芝  尚人 

亀岡市内丸町２６

番地４１ 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市上下水道部告示第１０号 

 

亀岡市下水道排水設備指定工事

業者指定の告示 

 

   平成２８年８月２９日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 下記の業者を亀岡市下水道排水設備指定工事

業者として指定したので、亀岡市下水道排水設

備指定工事業者規程第１５条第１号の規定によ

り告示する。 

 

記 

 

１ 指定した日 

   平成２８年８月２２日 

２ 指定した業者 

指定
番号

業 者 名 代表者名 住   所 

287
正興住建 

株式会社 

代表取締役 

股部 宜一 

京都市南区吉祥院

石原上川原町５９

 

「掲示済」 
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